
令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
開
催
の
社
員
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
台
東
区
元
浅
草
三
丁
目
一
五
番
四
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
都
市
環
境
研
究
会

清
算
人

石
渡

幹
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
港
区
北
青
山
一
丁
目
五
番
一
二
号
北
青
山

ホ
ー
ム
ズ
五
階

ｌ
ｕ
ｌ
ｌ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

栗
林

昌
彦

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
に
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
九
番
三
号

合
同
会
社
エ
ク
サ
バ
イ
ト

清
算
人

大
神

驍
人

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
中
野
区
中
央
一
丁
目
四
三
番
一
五
号
Ｖ
Ｉ

Ｐ
中
野
坂
上
六
〇
二
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
産
業
健
康
振
興
協
会

清
算
人

古
藤

蔵
人

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
の
総
社
員
の
同
意

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
七
番
七
号
赤
坂
溜
池

タ
ワ
ー
九
階

糸
島
地
域
開
発
合
同
会
社

清
算
人

高
原

義
宣

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
練
馬
区
下
石
神
井
二
丁
目
一
九
番
一
二
号

有
限
会
社
鈴
木
商
店

清
算
人

柴
田
菜
鶴
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
須
田
町
二
丁
目
一
三
番
地
一

ア
ン
・
ナ
ム
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

デ
ィ
ン
・
ス
ア
ン
・
ソ
ン

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
一
九
番
一
九
号
ワ

コ
ー
宮
益
坂
ビ
ル
五
階

株
式
会
社
達
川

代
表
清
算
人

中
村

麗
香

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
世
田
谷
区
弦
巻
二
丁
目
一
八
番
二
〇
号
一

〇
二

合
同
会
社
ブ
リ
ッ
ジ

代
表
清
算
人

岩
田

淳
一

解
散
公
告

当
社
は
、
総
社
員
の
同
意
に
よ
り
令
和
八
年
五
月
二
十

八
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号

Ｇ
Ｋ
Ｋ
合
同
会
社

清
算
人

三
品

貴
仙

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
江
戸
川
区
東
瑞
江
二
丁
目
二
五
番
一
八
号

め
ぐ
み
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

代
表
清
算
人

カ
ル
キ

ナ
ラ
ヤ
ン

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
一
号
ｍ
ｓ
ｂ
Ｔ

ａ
ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
田
町
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
ワ
ー
Ｓ
二

一
階

マ
ネ
ー
フ
ォ
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ン
株
式
会
社

代
表
清
算
人

松
岡

俊

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
一
号
ｍ
ｓ
ｂ
Ｔ

ａ
ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
田
町
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
ワ
ー
Ｓ
二

一
階

マ
ネ
ー
フ
ォ
ワ
ー
ド
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
株
式
会
社

代
表
清
算
人

中
出

匠
哉

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
杉
並
区
桃
井
三
丁
目
六
番
一

七
一
七
号

合
同
会
社
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル

清
算
人

世
良

麻
貴

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
千
代
田
区
麴
町
四
丁
目
七
番
二
号
Ｄ
ａ
ｉ

ｗ
ａ
麴
町
四
丁
目
ビ
ル
七
階

株
式
会
社
収
納
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

代
表
清
算
人

鈴
木

康
之

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
四
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
西
一
丁
目
二
一
番
五
号

S
reed
E
B
IS
U
+
t

七
階

C
la
p
p
er
M
ed
ia
Ja
p
a
n 株
式
会
社

代
表
清
算
人

陳

胤
琦


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